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税務訴訟資料 第２７０号－６７（順号１３４２７） 

大阪高等裁判所 令和●●年（○○）第●●号 更正処分取消等、更正処分等取消請求控訴事件 

国側当事者・国（城東税務署長） 

令和２年７月３日棄却・上告受理申立て 

（第一審・大阪地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、平成●●年（○○）第●●号、令和元

年１１月８日判決、本資料２６９号－１１７・順号１３３４０） 

   判     決 

控訴人（一審第１事件及び第２事件原告）    Ａ株式会社 

                       （以下「控訴人Ａ」という。） 

同代表者代表取締役              甲 

控訴人（一審第１事件及び第２事件原告）    有限会社Ｂ 

                       （以下「控訴人Ｂ」という。） 

同代表者代表取締役              乙 

上記２名訴訟代理人弁護士           水野 武夫 

同                      井関 正裕 

同                      元氏 成保 

同                      溝渕 雅男 

同                      小澤 拓 

被控訴人（一審第１事件及び第２事件被告）   国 

同代表者法務大臣               三好 雅子 

処分行政庁                  城東税務署長 

                       清良 幸久 

指定代理人                  市谷 諭史 

同                      東 正幸 

同                      古曽部 歩 

同                      岡本 和宏 

同                      石田 武史 

   主     文 

１ 本件控訴をいずれも棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

   事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 控訴人Ａの請求 

（１）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで控訴人Ａに対してした平成１９年１０月１

日から平成２０年９月３０日までの事業年度以後の法人税に係る青色申告の承認の取消処分
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を取り消す。 

（２）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで控訴人Ａに対してした平成１９年１０月１

日から平成２０年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額０円

を超える部分、納付すべき税額マイナス３２２３円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金

額５１０９万７１６７円を下回る部分並びに当該法人税に係る重加算税賦課決定処分を取り

消す。 

（３）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで控訴人Ａに対してした平成２０年１０月１

日から平成２１年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、翌期へ繰り越

す欠損金額７億１１７８万０９１８円を下回る部分を取り消す。 

（４）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで控訴人Ａに対してした平成２１年１０月１

日から平成２２年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、翌期へ繰り越

す欠損金額７億４７５５万４８８４円を下回る部分を取り消す。 

（５）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで控訴人Ａに対してした平成２２年１０月１

日から平成２３年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額０円

を超える部分、納付すべき税額マイナス２８２６円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金

額７億３７５８万７７１３円を下回る部分を取り消す。 

（６）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで控訴人Ａに対してした平成２３年１０月１

日から平成２４年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額０円

を超える部分、納付すべき税額マイナス３２３４円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金

額６億６６９５万３８１８円を下回る部分を取り消す。 

（７）城東税務署長が平成２６年７月９日付けで控訴人Ａに対してした平成２２年１０月１日か

ら平成２３年９月３０日まで及び同年１０月１日から平成２４年９月３０日までの各事業年

度の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

（８）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで控訴人Ａに対してした平成２４年１０月１日

から平成２５年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額０円を

超える部分、納付すべき税額０円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額６億２４４９万

３１６２円を下回る部分並びに当該法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分（ただし、そ

れぞれ平成２９年１０月３１日付け再更正処分及び過少申告加算税変更決定処分により一部

取り消された後のもの）を取り消す。 

（９）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで控訴人Ａに対してした平成２５年１０月１日

から平成２６年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、翌期へ繰り越す

欠損金額７億４９５１万４５１８円を下回る部分を取り消す。 

（10）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで控訴人Ａに対してした平成２６年１０月１日

から平成２７年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、翌期へ繰り越す

欠損金額６億９３５３万４９７５円を下回る部分を取り消す。 

（11）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで控訴人Ａに対してした平成２４年１０月１日

から平成２５年９月３０日までの課税事業年度の復興特別法人税に係る更正処分のうち、課

税標準法人税額０円を超える部分及び納付すべき税額０円を超える部分並びに当該復興特別

法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分（ただし、それぞれ平成２９年１０月３１日付け

再更正処分及び過少申告加算税変更決定処分により一部取り消された後のもの）を取り消す。 
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（12）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで控訴人Ａに対してした平成２４年１０月１日

から平成２５年９月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、

納付すべき消費税額１９５万円を超える部分及び納付すべき地方消費税額４８万７５００円

を超える部分並びに当該消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税賦課決定処分を取り消

す。 

（13）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで控訴人Ａに対してした平成２５年１０月１日

から平成２６年９月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、

納付すべき消費税額６４１万９３００円を超える部分及び納付すべき地方消費税額１６６万

６０００円を超える部分並びに当該消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税賦課決定処

分（ただし、いずれも平成３０年１月１２日付け裁決により一部取り消された後のもの）を

取り消す。 

３ 控訴人Ｂの請求 

（１）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで控訴人Ｂに対してした平成２０年４月１日

から平成２１年３月３１日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額１０５

７万３７９８円を超える部分及び納付すべき税額２５３万１９００円を超える部分並びに当

該法人税に係る重加算税賦課決定処分を取り消す。 

（２）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで控訴人Ｂに対してした平成２１年４月１日

から平成２２年３月３ｌ日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額７６７

万３４１７円を超える部分及び納付すべき税額１３８万１１００円を超える部分並びに当該

法人税に係る重加算税賦課決定処分を取り消す。 

（３）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで控訴人Ｂに対してした平成２０年４月１日

から平成２１年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、

納付すべき消費税額１７２９万４８００円を超える部分及び納付すべき地方消費税額４３２

万３７００円を超える部分並びに当該消費税及び地方消費税に係る重加算税賦課決定処分を

取り消す。 

（４）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで控訴人Ｂに対してした平成２６年４月１日か

ら平成２７年３月３１日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額９４５万

７０８４円を超える部分及び納付すべき税額１５７万１５００円を超える部分並びに当該法

人税に係る過少申告加算税賦課決定処分（ただし、それぞれ平成２９年３月２１日付け再更

正処分及び過少申告加算税変更決定処分により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

（５）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで控訴人Ｂに対してした平成２５年４月１日か

ら平成２６年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、納

付すべき消費税額１５０８万９８００円を超える部分及び納付すべき地方消費税額３７７万

２４００円を超える部分並びに当該消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税賦課決定処

分を取り消す。 

４ 訴訟費用は、第１、２審とも、被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要 

以下で使用する略称は、特に断らない限り、原判決の例による。 

１ 控訴人らの請求と訴訟の経過 

（１）第１事件 
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第１事件は、亡丙（亡丙）を主要株主とする株式会社及び特例有限会社である控訴人ら

が、平成２０年９月１日付けで控訴人Ａが所有する土地及び建物（本件土地建物）を控訴

人Ｂに売却する旨の売買契約（本件売買契約）を締結し、当該売却をしたことを前提に、

それぞれ法人税及び復興特別法人税（以下、併せて「法人税等」という。）並びに消費税及

び地方消費税（以下、併せて「消費税等」という。）の確定申告をしたところ、城東税務署

長から、本件売買契約は虚偽表示により無効であり、本件売買契約を仮装した行為は青色

申告の承認の取消事由及び重加算税の賦課事由に該当するとして、控訴人Ａにつき後記ア

の各処分、控訴人Ｂにつき後記イの各処分を受けたことから、当該各処分（更正処分につ

いては申告額を超える部分であるが、後記ア（ウ）及び（エ）については、翌期へ繰り越

す欠損金額のうち申告額を下回る部分に限る。）の取消しを求めている事案である。 

ア 控訴人Ａが受けた平成２５年１１月２９日付けの各処分 

（ア）本件Ａ青色申告承認取消処分（控訴の趣旨２（１）） 

（イ）本件Ａ更正処分（平成２０年９月期）及び本件Ａ重加算税賦課決定処分（平成２０

年９月期）（控訴の趣旨２（２）） 

（ウ）本件Ａ更正処分（平成２１年９月期）（控訴の趣旨２（３）） 

（エ）本件Ａ更正処分（平成２２年９月期）（控訴の趣旨２（４）） 

（オ）本件Ａ更正処分（平成２３年９月期）（控訴の趣旨２（５）） 

（カ）本件Ａ更正処分（平成２４年９月期）（控訴の趣旨２（６）） 

イ 平成２６年７月９日付けの各処分 

（ア）本件Ａ過少申告加算税賦課決定処分（平成２３年９月期）（控訴の趣旨２（７）） 

（イ）本件Ａ過少申告加算税賦課決定処分（平成２４年９月期）（控訴の趣旨２（７）） 

ウ 控訴人Ｂが受けた平成２５年１１月２９日付けの各処分 

（ア）本件Ｂ法人税更正処分（平成２１年３月期）及び本件Ｂ法人税重加算税賦課決定処

分（平成２１年３月期）（控訴の趣旨３（１）） 

（イ）本件Ｂ法人税更正処分（平成２２年３月期）及び本件Ｂ法人税重加算税賦課決定処

分（平成２２年３月期）（控訴の趣旨３（２）） 

（ウ）本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税期間）及び本件Ｂ消費税等重加算税

賦課決定処分（平成２１年３月課税期間）（控訴の趣旨３（３）） 

（２）第２事件 

第２事件は、控訴人らが、本件売買契約が有効であり、本件土地建物の売却がされたこ

とを前提として、本件建物の賃料等を控訴人Ａの益金の額に算入しない一方で、控訴人Ｂ

の益金の額に算入するなどした確定申告をしたところ、城東税務署長から、本件売買契約

は虚偽表示により無効であり、平成２６年４月に改めて本件土地建物の譲渡がされたとし

て、控訴人Ａにつき後記アの各処分、控訴人Ｂにつき後記イの各処分を受けたことから、

当該各処分（更正処分については申告額を超える部分であるが、後記ア（イ）及び（ウ）

については、翌期へ繰り越す欠損金額のうち申告額を下回る部分に限る。裁決等により一

部取り消された処分は取り消された後のもの）の取消しを求めている事案である。 

ア 控訴人Ａが受けた平成２８年１１月８日付けの各処分 

（ア）本件Ａ法人税更正処分（平成２５年９月期）及び本件Ａ法人税過少申告加算税賦課

決定処分（平成２５年９月期） 
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なお、前記各処分は、本件Ａ法人税再更正処分等（平成２５年９月期）により一部取

り消された（本件Ａ法人税更正処分（平成２５年９月期・再処分後）、本件Ａ法人税過

少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月期・再処分後））。（控訴の趣旨２（８）） 

（イ）本件Ａ法人税更正処分（平成２６年９月期）（控訴の趣旨２（９）） 

（ウ）本件Ａ法人税更正処分（平成２７年９月期）（控訴の趣旨２（１０）） 

（エ）本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度）及び本件Ａ復興特

別法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税事業年度） 

なお、前記各処分は、本件Ａ復興特別法人税再更正処分等（平成２５年９月課税事業

年度）により一部取り消された（本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税

事業年度・再処分後）、本件Ａ復興特別法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５

年９月課税事業年度・再処分後））。（控訴の趣旨２（１１）） 

（オ）本件Ａ消費税等更正処分（平成２５年９月課税期間）及び本件Ａ消費税等過少申告

加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税期間）（控訴の趣旨２（１２）） 

（カ）本件Ａ消費税等更正処分（平成２６年９月課税期間）及び本件Ａ消費税等過少申告

加算税賦課決定処分（平成２６年９月課税期間） 

なお、前記各処分は、平成３０年１月１２日付け裁決により一部取り消された（本件

Ａ消費税等更正処分（平成２６年９月課税期間・裁決取消後）、本件Ａ消費税等過少申

告加算税賦課決定処分（平成２６年９月課税期間・裁決取消後））。（控訴の趣旨２（１

３）） 

イ 控訴人Ｂが受けた平成２８年１１月８日付けの各処分 

（ア）本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期）及び本件Ｂ法人税過少申告加算税賦課

決定処分（平成２７年３月期） 

なお、前記各処分は、本件Ｂ法人税再更正処分等（平成２７年３月期）により一部取

り消された（本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期・再処分後）、本件Ｂ法人税過

少申告加算税賦課決定処分（平成２７年３月期・再処分後））。（控訴の趣旨３（４）） 

（イ）本件Ｂ消費税等更正処分（平成２６年３月課税期間）及び本件Ｂ消費税等過少申告

加算税賦課決定処分（平成２６年３月課税期間）（控訴の趣旨３（５）） 

（３）訴訟の経過 

原審は、控訴人らの請求をいずれも棄却した。 

これを不服として、控訴人らが本件控訴を提起した。 

２ 関係法令の定め 

原判決「事実及び理由」第２の２（原判決１２頁１９行目から１３頁２２行目まで）に記載

のとおりであるから、これを引用する。 

３ 前提事実（争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。

書証については特に明示しない限り枝番を含む。） 

次のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」第２の３（原判決１３頁２３行目から２

４頁１９行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

（１）原判決１４頁７行目の「有限会社」の前に「特例」を加える。 

（２）原判決１４頁１０行目の末尾に「（甲６０）」を加える。 

（３）原判決１４頁１３行目の末尾に「（甲６０）」を加える。 
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（４）原判決１６頁１行目の「Ｌ損害保険会社」を「Ｌ損害保険株式会社」に改める。 

（５）原判決１９頁１５行目の「乙１７、１８」を「乙１７～１９」に改める。 

４ 本件各処分（先行年分）及び本件各処分（後続年分）の根拠及び適法性に関する被控訴人の

主張 

原判決別紙「本件各処分（先行年分）及び本件各処分（後続年分）の根拠及び適法性」のと

おりであるから、これを引用する。 

５ 争点 

本件に関する争点は、次の（１）から（７）までのとおりである。なお、争点に関する被控

訴人の主張が認められた場合の税額算定過程等については、当事者間に争いがない。 

（１）本件売買契約についての虚偽表示の有無（争点（１）） 

（２）控訴人Ａが平成２０年９月期に係る帳簿書類に本件売買契約を仮装して記載したことによ

り、法人税法１２７条１項３号に該当するか否か（争点（２）） 

（３）控訴人らが本件売買契約を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出したこ

とにより、通則法６８条１項に該当するか否か（争点（３）） 

（４）本件売却損を平成２０年９月期の損金の額に算入できるか否か（争点（４）。争点（１）

について被控訴人の主張が採用されない場合の予備的争点） 

（５）本件Ａ各更正処分等（先行年分）に係る理由の追加の可否（争点（５）。争点（１）につ

いて被控訴人の主張が採用されず、かつ、争点（４）について被控訴人の主張が採用される

場合の予備的争点） 

（６）本件売買契約の追認及び本件土地建物の引渡しの有無（争点（６）） 

（７）理由付記の不備の有無（争点（７）） 

６ 争点に関する当事者の主張 

次のとおり補正し、当審における控訴人らの主張を後記７に、被控訴人の主張を後記８に加

えるほか、原判決「事実及び理由」第２の６（原判決２５頁１２行目から３８頁１９行目ま

で）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

（１）原判決２７頁９、１０行目の「本件旧貸借契約」を「本件旧賃貸借契約」に改める。 

（２）原判決２８頁１９、２０行目の「担保権者との関係で」の次に「真正な売買契約の成立に

より」を加える。 

（３）原判決３１頁９行目の「勘定を設け、」の次に「同勘定科目内において」を加える。 

（４）原判決３３頁１２行目の「売却する目的は、」の次に「外部からの資金の獲得ではなく、」

を加える。 

（５）原判決３５頁２行目の「判断」を「計算」に改める。 

（６）原判決３７頁２３行目の「３月７日、」の次に「Ｓ社に対し、」を加える。 

７ 当審における控訴人らの主張 

（１）争点（１）（本件売買契約についての虚偽表示の有無）について 

本件売買契約について虚偽表示は認められない。 

ア 本件売買契約の性質上、虚偽表示により無効となる余地はないこと 

（ア）控訴人Ａと控訴人Ｂの代表者はいずれも亡丙であった。 

（イ）したがって、亡丙が両社の間で売買契約を締結すると決めれば直ちに売買契約が成

立する。代金の支払についても、亡丙が両者間の債権債務を相殺すると決めれば直ちに
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対当額で債権債務が消滅するという法的効果が生じる。 

（ウ）上記に加え、本件売買契約が真正売買であることを示す直接証拠として亡丙の申述

書がある。この申述書によれば、亡丙の目的は、控訴人Ａを再建して企業を存続させる

ことに尽きる。あえて控訴人Ａに本件土地建物の所有権を残すという内心が形成される

事情は一切なかった。 

イ 企業の存亡をかけて虚偽表示を行い、控訴人Ａに収益を残すメリットは全くなく、虚

偽表示を行う動機・目的が存在しないこと 

（ア）本件売買契約は、Ｒによる控訴人Ａに対する再生支援としての債務免除に伴い、多

額の租税債務が発生することによる二次破綻を回避するために締結された。このような

手法は、租税法規その他の法令に違反せず、事業再生の実務において当然になされてお

り、非難されるものではない。 

（イ）上記のとおり、本件売買契約を有効に締結することが、控訴人Ａの存続のための必

須の前提であった。にもかかわらず、あえて虚偽表示を行うと、それが露呈した場合に

はたちまち控訴人Ａは破綻することとなるのであるから、控訴人Ａにとっては、企業の

存亡をかけて課税庁を欺罔するという、極めてリスクの高い行為にほかならない。 

本件では、そのような極めてリスクの高い虚偽表示をあえて行うだけの動機・目的が

存在しない。 

（ウ）原判決は、控訴人らには、本件土地建物から得られる収益につき、本件売買契約の

締結後も控訴人Ａにおいて収受し続ける目的があったと説示する。 

しかし、控訴人らにおいてそのような目的はなかった。また、本件土地建物の賃料は

控訴人Ａの取引規模に照らすと僅かであり、前記のリスクを上回る利益ということはで

きない。そして、控訴人らはいずれも亡丙が支配するグループ会社であり、本件土地建

物から得られる収益が控訴人らのいずれに入るかはどちらでもよいことであった。 

ウ 虚偽表示に向けられた偽装工作が全くなされていないこと 

（ア）ある契約が虚偽表示と評価される場合は、通常、外形的偽装行為を伴う。本件売買

契約について虚偽表示を行う場合は、それが露呈すると控訴人Ａは企業として存続でき

なくなるのであるから、課税庁に疑念を抱かせないよう、細心の注意を払って偽装工作

を講ずるのが通常である。 

（イ）しかしながら、本件では、本件土地建物の所有権移転登記手続は長期間なされなか

った。控訴人らが本件売買契約について虚偽表示をするのであれば、所有権移転登記手

続を怠るということはあり得ない。 

エ 売買代金が支払われていること 

（ア）控訴人Ａは、平成２０年９月期において、本件土地建物の売却に伴い本件売買契約

の売買代金債権を未収入金として、本件売却損を計上した。控訴人Ｂも、平成２１年３

月期において、本件土地建物の購入に伴い、本件売買代金債務を未払金として、本件土

地建物を資産としてそれぞれ計上し、以降、本件建物の減価償却を行っている。 

（イ）一方、控訴人Ｂは、控訴人Ａに対して長年にわたり継続的に資金提供をしており、

平成２０年９月の本件売買契約締結当時、控訴人Ａに対して本件売買代金額の１億２４

３２万円を優に上回る仮払金債権を有していた（平成２０年９月３０日時点で８億５５

９２万９９０５円）。控訴人Ｂが控訴人Ａに対して実際に資金提供を行っていたことは
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預金取引履歴から明らかであり、その旨の会計処理もなされていた。 

（ウ）控訴人らは、平成２０年１０月１日以降、「関連会社」という勘定項目を設け、同勘

定項目内において、売買代金の相殺処理を行った。 

控訴人らの間において、本件売買契約に伴う売買代金債権が残存しないことは、同時

期以降の控訴人らの貸借対照表において、控訴人Ａの控訴人Ｂに対する債権（控訴人Ｂ

の控訴人Ａに対する債務）の記載がないことから明らかである。 

（２）争点（５）（本件Ａ各更正処分等（先行年分）に係る理由の追加の可否）について 

被控訴人は、本件各処分（先行年分）の理由として、従前、本件売買契約は虚偽表示に

より無効である旨（理由①）を主張してきたが、本件売買契約が有効であるとしても、不

動産の現実の支配が移転していないため本件売却損を平成２０年９月期の損金の額に算入

できない旨（理由②）の予備的主張を行った。 

しかし、公権力の行使たる更正処分において、課税庁が一つの理由だけでは認められる

かどうかの確信が持てず、その理由が否定されたときのためにこれと相容れない理由を予

備的に付記して更正処分を行うなどということは許されない。そのような処分は理由の特

定を欠くものとして、取り消されるべきである。 

そもそも、抗告訴訟では、予備的主張をすること自体が認められないから、本件では、

被控訴人が主位的主張を撤回し、予備的主張のみを処分の理由としていると解するほかは

ない（いわゆる「理由の差し替え」）。 

そして、被控訴人が主張する予備的主張は、原処分に付記された理由とは相容れない事

実に基づくものであって、そのような理由の差し替えは認められない。 

（３）争点（６）（本件売買契約の追認及び本件土地建物の引渡しの有無）について 

ア 本件通知書が本件売買契約を追認したものと評価する余地はない。 

（ア）本件通知書の内容は、「平成２６年３月１日付けでＶの全ての管理を有限会社Ｂに委

託することになりました」というものであり、「売買」という文言すら用いられていな

い。 

（イ）本件通知書は、控訴人Ａを本件土地建物の所有者とし、その管理を控訴人Ｂに委託

したという内容となっており、本件土地建物の所有権が控訴人Ｂに移転したこととは矛

盾する。 

（ウ）原判決は、本件売買契約の代金が支払われていないと認定するが、このことは、本

件売買契約書の記載内容に基づく追認により平成２６年４月１日をもって本件土地建物

の所有権が控訴人Ｂに移転されたこととは矛盾する。 

イ 追認したのであれば効果が遡及することについて 

（ア）原判決は、控訴人らが平成２６年３月７日、本件売買契約が無効であることを知り

ながら、これを追認したものとし、民法１１９条１項ただし書により、本件売買契約と

同内容の契約を新たに締結したものと認められると説示した。 

（イ）しかし、無効行為に対する追認がされると、当該無効行為は行為時に遡及して有効

になると解されている。 

（ウ）そうすると、本件売買契約も遡及して有効となる結果、もはや本件各処分（先行年

分）及び本件各処分（後続年分）を維持する理由はない。 

（４）争点（７）（理由付記の不備の有無）について 
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後記の各処分については、理由付記の不備の違法があるから、取消しを免れない。 

ア 本件Ａ青色申告承認取消処分について 

上記処分については、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して当該処分が

されたのかがその記載自体から了知し得る程度に記載されなければならない。そして、

上記処分の理由は、固定資産の売却が虚偽、仮装であるというのであるから、処分がい

かなる事実関係に基づいているかを記載するに当たっては、その固定資産の売却が虚偽、

仮装であるという認定がいかなる証拠資料に基づくかが明示されなければならない。申

告が虚偽、仮装であるとする以上は、そのように認定した証拠資料を明らかにしなけれ

ば、取消事由の有無についての処分庁の判断の慎重と公正妥当を担保するという理由付

記の趣旨を全うすることができないからである。 

しかるに、上記処分に係る通知書においては、この要請を満たす十分な理由付記がなさ

れていない。 

したがって、上記処分は法人税法１２７条４項に反するものであり、取り消されなけれ

ばならない。 

イ 本件Ａ各更正処分（先行年分）及び本件Ａ各法人税更正処分（平成２５年９月期～平

成２７年９月期）について 

上記各処分については、上記アのとおり本件Ａ青色申告承認取消処分が取り消されるべ

きものである以上、青色申告の更正処分の取消しに求められる程度の理由付記が要求さ

れる。すなわち、これらの更正処分においては、更正通知書に特に帳簿書類の記載以上

に信憑力のある資料が摘示されなければならない。 

しかるに、上記通知書においては、この要請を満たす十分な理由付記がなされていない。 

したがって、上記各処分は法人税法１３０条に反するものであり、取り消されなければ

ならない。 

ウ 本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度）、本件Ａ各消費税等更

正処分（平成２５年９月課税期間、平成２６年９月課税期間）及び本件Ａ各過少申告加

算税賦課決定処分（先行年分）について 

上記各処分についても、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して当該処分

がされたのかがその記載自体から了知し得る程度に記載されなければならないが、上記

各処分の理由は固定資産の売却が虚偽、仮装であるという以上、処分がいかなる事実関

係に基づいているかを記載するに当たっては、その固定資産の売却が虚偽、仮装である

という認定がいかなる証拠資料に基づくかが明示されなければならない。 

しかるに、同通知書においては、この要請を満たす十分な理由付記がなされていない。

したがって、これらの上記各処分は行政手続法１４条に違反するものであり、取り消さ

れなければならない。 

エ 本件Ｂ各法人税更正処分（先行年分）及び本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月

期）について 

控訴人Ｂは青色申告の承認を受けていることから、更正通知書に特に帳簿書類の記載以

上に信憑力のある資料が摘示されなければならない。 

しかるに、同通知書においては、この要請を満たす十分な理由付記がなされていない。 

したがって、上記各処分は法人税法１３０条に反するものであり、取り消されなければ
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ならない。 

オ 本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税期間）及び本件Ｂ消費税等更正処分

（平成２６年３月課税期間）について 

上記同様、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して当該処分がされたのか

がその記載自体から了知し得る程度に記載されなければならないが、上記各処分の理由

は固定資産の売却が虚偽、仮装であるという以上、処分がいかなる事実関係に基づいて

いるかを記載するに当たっては、その固定資産の売却が虚偽、仮装であるという認定が

いかなる証拠資料に基づくかが明示されなければならない。 

しかるに、同通知書においては、この要請を満たす十分な理由付記がなされていない。 

したがって、これらの上記各処分は行政手続法１４条に違反するものであり、取り消さ

れなければならない。 

８ 当審における被控訴人の主張 

（１）争点（１）について 

ア 本件売買契約が虚偽表示により無効となる場合について 

控訴人らに本件売買契約についての効果意思がない以上、本件売買契約は虚偽表示によ

り無効となる。 

本件売買契約の締結後、同契約の本質的な債務が全く履行されておらず、控訴人Ｂも、

本件土地建物の所有権を有することを前提とする行動をとっていない。亡丙作成の申述

書は、これらの事実経過と符合せず、信用することができない。 

イ 虚偽表示を行う動機・目的について 

そもそも、虚偽表示の成立には、その動機が明らかであることが要件とされているわけ

ではない。 

この点をおくとしても、控訴人Ａとしては、担保権者との関係で、本件土地建物の所有

者を変更することを回避したかったし、控訴人Ｂとしては、本件土地建物の賃料収入が

計上されると、法人税の額が増加する状況であるため、控訴人らには、本件売買契約を

仮装する動機があったといえる。 

ウ 偽装工作について 

虚偽表示は、契約を成立させるという効果意思を欠いているにもかかわらず、これがあ

るように仮装することを合意することに本質があるのであって、偽装工作など、内心と

異なる外形をあえて作出する必要はない。 

エ 売買代金の支払について 

控訴人Ａが控訴人Ｂに対して仮受金債務８億５５９２万９９０５円を負っていたとして

も、本件売買契約に基づく売買代金債権が相殺された旨の経理処理はされておらず、控

訴人Ｂの控訴人Ａに対する債権のうちどれが反対債権として供されたのか不明であり、

相殺処理がされたと認めることはできない。 

（２）争点（５）について 

被控訴人が、本件訴訟において、予備的主張をしても、本件各処分（先行年分）を争う

控訴人らの防御に格別の不利益を与えるものとはいえないから．被控訴人が予備的主張を

することは許される。 

被控訴人が、本件各処分（先行年分）の理由について、上記予備的主張を行うことによ
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って、理由を差し替えたわけではなく、主位的主張を撤回したわけでもない。 

（３)争点（６）について 

ア 本件売買契約の追認の有無 

控訴人Ａが、平成２６年３月７日、Ｓ社に対して本件通知書を送付したことから、それ

までに、控訴人らが、本件売買契約を追認したものと認められる。また、控訴人Ｂが、

本件土地建物の賃料のうち、平成２６年４月分以降の賃料を受領していることから、控

訴人Ｂは、追認した上記売買契約に基づき、平成２６年４月１日に引渡しを受けたと認

められる。 

これと同旨の原判決の判断に誤りはない。 

控訴人らが指摘する事情をもって、上記認定が左右されることはない。 

イ 追認の効果の遡及効について 

控訴人らは、本件売買契約が無効であることを知って追認したのであるから、その効果

は、追認のときから将来に向かって発生する。 

（４）争点（７）について 

ア 本件Ａ青色申告承認取消処分について 

本件Ａ青色申告承認取消処分に係る取消通知書（甲７２）には、本件売買契約に関する

具体的な間接事実が明示されており、これらの事実関係から、控訴人Ａが、本件売買契

約が実体のないものであるにもかかわらず、虚偽の内容の本件売買契約書を作成した上、

本件売却損等を控訴人Ａの帳簿書類に記載していること、これが法人税法１２７条１項

３号に該当するという、上記取消処分に至る処分行政庁の判断過程が具体的に示されて

いる。 

上記記載は、控訴人Ａが、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して本件Ａ青

色申告承認取消処分がされたのか、了知する程度に記載されたものというべきであり、

上記処分の理由付記に不備はない。 

イ 本件Ａ各更正処分（先行年分）について 

本件Ａ各更正処分（先行年分）の対象となる申告書は、上記各更正処分と同日付けで行

われた本件Ａ青色申告承認取消処分により青色申告書以外の申告書とみなされる（法人

税法１２７条１項）。したがって、本件Ａ各更正処分（先行年分）にかかる理由提示は、

法人税法１３０条２項（理由付記）ではなく、行政手続法１４条１項に基づくものであ

る。 

本件Ａ更正処分（平成２０年９月期）に係る更正通知書（甲７３の１）には、本件Ａ青

色申告承認取消処分に係る取消通知書に記載された内容と同様の具体的な間接事実が明

示されており、これらの事実関係から、本件売買契約が実体のないものであるため、本

件売却損を平成２０年９月期の損金の額に算入できないという、上記更正処分に至る処

分行政庁の判断過程が具体的に示されている。 

また、本件Ａ各更正処分（平成２１年９月期～平成２４年９月期）は、本件Ａ青色申告

承認取消処分に伴い、平成２０年９月期以後に生じる繰越欠損金を繰り越すことができ

なくなるため行われたものであり、上記各更正処分に係る更正通知書（甲７３の２～７

３の５）には、その過程が具体的な金額とともに記載されており、上記各更正処分に至

る処分行政庁の判断過程が具体的に示されている。 
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したがって、本件Ａ各更正処分（先行年分）の理由提示に不備はない。 

ウ 本件Ａ各法人税更正処分（平成２５年９月期～平成２７年９月期）について 

上記各更正処分についても、行政手続法１４条１項による理由の提示で足りるところ、

上記各更正処分に係る更正通知書（甲３１の１～３１の３）にも、前記イと同様の記載

がされ、上記各更正処分に至る処分行政庁の判断過程が具体的に示されている。したが

って、上記各更正処分の理由提示に不備はない。 

エ 本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度）、本件Ａ各消費税等更

正処分（平成２５年９月課税期間、平成２６年９月課税期間）及び本件Ａ各過少申告加

算税賦課決定処分（先行年分）について 

上記各更正処分についても、行政手続法１４条１項による理由の提示で足りるところ、

上記各更正処分に係る更正通知書（甲３１の４・５・６、乙５７）には、これらの更正

処分に至る処分行政庁の判断過程が、金額とともに具体的に記載されており、理由提示

に不備はない。 

オ 本件Ｂ各法人税更正処分（先行年分）及び本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月

期）について 

本件Ｂ各法人税更正処分（先行年分）に係る更正通知書（乙１１０、１１１）には、本

件建物の賃貸借契約関係に関する具体的な間接事実が明示されており、これらの事実関

係から本件売買契約が実体のないものであり、法人の所得計算上、控訴人Ｂが平成２１

年３月期又は平成２２年３月期に計上した本件建物に係る減価償却費を損金の額に算入

できないという、上記各更正処分に至る処分行政庁の判断過程が具体的に示されている。 

また、本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期）に係る更正通知書（甲３２の２）に

は、平成２６年３月７日付けの本件通知書の送付等の事実から、平成２６年９月３０日

までに、本件土地建物の引渡しがあったとして、本件土地建物の収益・費用の帰属及び

所得金額に誤りがあるとする、上記更正処分に至る処分行政庁の判断過程が具体的に示

されている。 

したがって、上記各更正処分の理由付記に不備はない。 

カ 本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税期間）及び本件Ｂ消費税等更正処分

（平成２６年３月課税期間）について 

上記各更正処分に係る更正通知書には、前記オと同様の記載がされ、上記各更正処分に

至る処分行政庁の判断過程が、具体的に示されており、理由提示に不備はない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、次のとおり補

正し、後記２において当審における控訴人らの主張に対する判断を付加するほか、原判決「事

実及び理由」第３の１から７まで（原判決３８頁２１行目から７５頁４行目まで）に記載のと

おりであるから、これを引用する。 

（１）原判決４３頁１１、１２行目の「計上していたが、」の次に「各関係者との債権債務関係

が複雑になり、」を加える。 

（２）原判決５０頁１９行目の「差額」の次に「（３５７８万４７５０円）」を加える。 

（３）原判決５３頁９行目の「平成１９年１０月」を「平成１９年１１月」に改める。 

（４）原判決５６貢２６行目の「自然である」の次に「（このことは、契約当事者双方がグルー
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プ会社を構成する場合であっても異なるものではないと考えられる。）」を加える。 

（５）原判決６１頁３行目、１２行目の各「粗略」をいずれも「不十分」に改める。 

２ 当審における控訴人らの主張に対する判断 

（１）争点（１）（本件売買契約についての虚偽表示の有無）について 

ア 本件売買契約の性質上、虚偽表示により無効となる余地はない旨の控訴人らの主張に

ついて 

控訴人らは、亡丙が控訴人らの間で売買契約を締結すると決めれば直ちに売買契約が成

立し、亡丙が相殺をすると決めれば控訴人らの間で直ちに債権債務が対当額で消滅する

ので、本件売買契約が虚偽表示とされる余地はないと主張する。そして、控訴人らは、

本件売買契約が真正売買であることを示す直接証拠として亡丙の申述書（甲７６）を提

出する。同申述書には、控訴人Ｂが本件土地建物を控訴人Ａから購入した経緯として、

本件売却損を計上して債務免除益と通算して課税所得を少なくするためであったこと、

偽りの売買契約書を作成したものではないことなどが記載されている。 

確かに、亡丙は控訴人Ａの代表者であり、控訴人Ｂの代表者でもあったのであるから、

亡丙の意思決定により控訴人らの間で売買契約を締結することができることは控訴人ら

主張のとおりである。また、少なくとも本件売買契約が外形的に存在することは、当事

者間に争いがない。 

しかし、その売買契約が、その効果を発生させる意思を伴う、有効に成立したものであ

るか、その効果を発生させる意思を伴わない、虚偽表示に係る売買として無効なもので

あるかは別途検討すべき問題であって、当該売買契約が締結されるに至った経緯、当事

者の動機や目的、目的物の管理状況その他諸般の事情を総合考慮して判断せざるを得な

い。 

そして、前記１で引用した原判決「事実及び理由」第３の２に記載のとおり、控訴人Ａ

は、本件土地建物について、賃料収入を自らの収益として計上するとともに、固定資産

税、保守費用等を自らの費用として計上し、本件土地建物を自ら使用収益したほか、本

件土地建物を譲渡する際には、根抵当権者である保証協会の承諾を得る必要があったの

に、本件土地建物を譲渡したことを報告していないなど、本件売買契約の締結後、税務

調査を受けるまでの約５年以上にわたり、一貫して、自らが本件土地建物の所有権を有

することを前提に行動しており、また、本件売買契約について代金の支払がされたこと

も窺えない。これらの事情に照らすと、亡丙に本件売買契約の効果意思があったとは認

めることはできない。後記イからエの検討結果からも同様のことがいえる。 

したがって、本件売買契約について虚偽表示が認められる余地がないとする控訴人らの

主張は、採用することができない。 

イ 虚偽表示を行う動機・目的について 

控訴人らは、企業の存亡をかけて虚偽表示を行い、控訴人Ａに収益を残すメリットは全

くなく、虚偽表示を行う動機・目的が存在しないと主張する。 

ところで、控訴人らが主張するとおり（前記第２の７（１）イ）、Ｒが関与する「Ｕス

キーム」を用いた私的再生によって控訴人Ａの事業を再建することとなり、控訴人Ａと

しては、債権者から債務免除を受けることにより発生する債務免除益に対応する必要が

あった。このため、控訴人Ａは、本件土地建物を売却して固定資産売却損を計上して損
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金の額に算入することとし、本件売買契約が締結された。 

しかし、このような手法により、本件売却損を発生させるためには、本件売買契約が、

効果意思を伴う有効なものである必要がある。効果意思を伴わない場合は、本件売買契

約は虚偽表示により無効となり、本件債務免除益に対する課税を免れるという目的をも

ったまま、本件売買契約の外形を作出し、帳簿書類にその旨の記載をしたことになる。

すなわち、本件債務免除益に対する課税を避けるという、本件売買契約について、虚偽

表示を行う動機・目的を有していたことにほかならない。 

そこで、本件売買契約について、控訴人らが効果意思を有していたか否かが検討される

べきところ、前記１において引用した原判決「事実及び理由」第３の２（３）イのとお

り、控訴人らは、本件土地建物から得られる収益について、本件売買契約の締結後も控

訴人Ａにおいて収受し続ける目的を有していたというべきである。すなわち、控訴人Ａ

は、本件売買契約締結後も、それ以前と同様に、Ｊ社及びＯから本件旧賃貸借契約及び

本件通信設備設置契約に基づく賃料を控訴人Ａ名義の銀行口座（当座預金）に振込入金

を受ける方法で収受しており（前記１で引用した原判決「事実及び理由」第３の１の認

定事実（以下、単に「認定事実」という。）（８）ア）、控訴人Ａは、Ｓ社との間で、本件

建物に関し、本件新賃貸借契約を締結し、賃料を収受するようになった（認定事実

（８）ウ）。これらのことを考慮すると、控訴人らにおいて本件売買契約の締結後も控訴

人Ａにおいて本件土地建物から得られる収益を収受し続ける目的を有していたものとい

うべきであり、そのことは、控訴人らにおいて、本件売買契約の効果意思を有していな

かったことを意味する。 

また、控訴人Ａと保証協会との間の根抵当権設定契約では、根抵当権設定者は、保証協

会の承諾を得ずに根抵当物件の所有権を移転してはならない旨が定められていたところ

（乙６）、控訴人Ａは、平成２５年１１月時点において、保証協会に対して本件土地建物

を譲渡した旨を報告していなかった（乙３４）。このことは、控訴人Ａにおいて、本件土

地建物の所有権を移転させてはいけないと認識しており、本件売買契約の効果意思を有

していなかったことを示すものといえる。 

したがって、控訴人らの上記主張は採用することができない。 

ウ 虚偽表示に向けられた偽装工作について 

控訴人らは、虚偽表示に向けられた偽装工作が全くなされていない旨主張する。 

しかし、前記１において引用した原判決「事実及び理由」第３の２（３）ウのとおり、

虚偽表示は、契約を成立させるという効果意思を欠いていたにもかかわらず、これがあ

るように仮装することを合意することにその本質があるのであって、上記仮装に加えて、

控訴人ら主張に係る「内心と異なる外形をあえて作出する行為」が常に必要とされるも

のではない。また、前記イにおいて説示のとおり、控訴人らは、本件土地建物について

引き続き控訴人Ａが使用収益を行うことを目的としつつ、他方で、債務免除益の関係で

本件売却損を計上するために本件売買契約書を作成したというものであるから、それ以

上の外形の作出をするに至らなかったと考えられる。そうすると、本件売買契約書の作

成以上の外形の作出に至らなかったことは、虚偽表示を否定する根拠にならないという

べきである。 

したがって、控訴人らの上記主張は採用することができない。 
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エ 売買代金の支払について 

控訴人らは、本件売買契約の売買代金が支払われていると主張する。 

しかし、前記１で引用した原判決「事実及び理由」第３の２（３）アのとおり、本件売

買契約における代金の支払方法は、平成２０年９月３０日までに現金又は預金小切手で

売主に支払うこととされていたが、このような弁済がされていないことは当事者間に争

いがない。 

また、控訴人らは、支払方法は当初から相殺が予定されており、平成２０年１０月１日

の時点又は同年１２月３１日までの時点で相殺処理がされたと主張するが、前記１で引

用した原判決「事実及び理由」第３の２（３）ア（ウ）のとおり、控訴人Ａが控訴人Ｂ

に対して仮受金債務８億５５９２万９９０５円を負っていたとしても、相殺適状にあっ

たということがいえるだけで、控訴人Ｂの控訴人Ａに対する債権のうちどれが相殺の用

に供されたのか不明であり、その特定が十分でないことに帰することから、上記売買代

金債権が相殺又は相殺合意により消滅したことを認めるに足りない。 

したがって、控訴人らの上記主張は採用することができない。 

（２）争点（５）（本件Ａ各更正処分等（先行年分）に係る理由の追加の可否）について 

ア 控訴人らは、被控訴人が、本件各処分（先行年分）の理由として、本件売買契約が虚

偽表示により無効であることを主張してきているので（主位的主張）、予備的に、本件売

買契約が有効であるとしても損益通算ができないと主張すること自体が許されず、その

ような処分は理由の特定を欠き、取り消されるべきであるし、予備的主張をしたことを

もって主位的主張を撤回した（理由の差替えをした）と解するべきである旨主張する。 

イ 本件では、被控訴人の主位的主張と予備的主張が基礎としている事実関係は、いずれ

も、同一の目的物（本件土地建物）に係る同一の契約（本件売買契約）及び引渡し等を

前提にしている。被控訴人は、仮に、本件売買契約が有効と認められ、主位的主張が認

められなかった場合に備えて、その余の上記事実関係を前提に、未だ、不動産の現実の

支配が移転していないと主張して、予備的主張をするものである。 

課税庁に追加主張の提出を許しても被処分者である納税者に格別の不利益を与えるもの

でない場合には、上記追加主張を提出することを妨げないというべきであるところ（最

高裁判所昭和５６年７月１４日第三小法廷判決・民集３５巻５号９０１頁参照）、被控訴

人に予備的主張の追加を許したとしても控訴人らに格別の不利益を与えるものであると

は認め難い。そうすると、被控訴人が予備的主張を行うことは許されるというべきであ

る。 

また、本件では、すでに検討したとおり、被控訴人の上記主位的主張を認めることがで

きるところ、上記予備的主張の内容と対比し、被控訴人が、上記主位的主張を撤回し、

上記予備的主張に差替えたと認めることはできない。 

したがって、控訴人らの上記アの主張は採用することができない。 

（３）争点（６）（本件売買契約の追認及び本件土地建物の引渡しの有無）について 

ア 本件売買契約（無効な行為）の追認 

控訴人らは、本件通知書によって、本件売買契約を追認したと評価することはできない

と主張する。 

しかし、前記１において引用した原判決「事実及び理由」第３の５のとおり、控訴人Ａ
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は、平成２６年３月７日に本件通知書をＳ社に送付した時点で、本件売買契約の内容に

従い、本件土地建物の所有権が控訴人Ｂに移転していることを前提に、賃借人であるＳ

社に対して控訴人Ｂに本件新賃貸借契約の賃料を支払うように求めたということができ

るし、控訴人Ｂが、平成２６年４月分からの賃料を受領していることから、平成２６年

４月１日には、本件土地建物の引渡しがあったことが認められる。また、その３か月経

過後とはいえ、所有権移転登記が経由されている。これらの事実から、控訴人らにおい

て、平成２６年３月７日、本件土地建物の所有権を控訴人Ｂに移転させることとしたも

のと認められる。 

以上によると、控訴人らは、虚偽表示であるため無効である本件売買契約を追認するこ

とにより、本件売買契約と同内容の契約を新たに締結したものと認められる（民法１１

９条１項ただし書）。 

本件通知書には、売買という文言が用いられておらず、控訴人Ｂに対し本件土地建物の

管理を委託したという内容になっているが、上記認定を左右するに至らない。 

また、本件売買契約が締結された当初、控訴人Ａの控訴人Ｂに対する本件売買契約の売

買代金債権が相殺又は相殺合意により消滅したとするには不十分であり、本件土地建物

の所有権を移転させる効果意思を認めることができないと判断したからといって、控訴

人らの間において新たに有効な売買契約が成立したという上記認定の妨げにはならない。 

イ 追認の効果が遡及する旨の控訴人らの主張について 

控訴人らは、控訴人らが平成２６年３月７日に本件売買契約が無効であることを知りな

がらこれを追認したという事実については否認しつつ、仮に上記追認が認められた場合

には、その効果は遡及する旨主張する。 

民法１１９条は、「無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当

事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものと

みなす。」と規定する。 

同条の趣旨は、無効な法律行為（以下「旧行為」ともいう。）からは何らの権利変動も

生じないことを前提とし、当事者の意思によって無効行為自体に効力を付与することは

できないとした上で（同条本文）、当事者が法律行為の無効を知ってこれを追認したとき

には、当事者が当該行為と同一の目的を新たに達しようとしたものとみて、追認の時点

で新たな法律行為が成立したと擬制したものである（同条ただし書）。 

上記の趣旨に照らすと、追認の効果は、原則として、将来に向かって生じるものという

べきである。他方、当事者間の関係においては、旧行為時に遡及して有効であったと取

り扱うことは妨げられないと解されるが、追認前の法律関係を前提として法律上の利害

を取得した第三者の法的地位が追認によって覆滅されてはならないというべきである

（民法１１６条参照）。 

ところで、本件では、控訴人らが平成２６年３月７日に本件売買契約（無効行為）の追

認を行うに先立って、控訴人Ａは、平成２０年１２月１日、城東税務署長に対し、平成

２０年９月期の法人税について、本件債務免除益を益金の額に算入する一方で、本件売

却損を損金の額に算入した内容の確定申告をし（認定事実（７）ア）、控訴人Ｂは、平成

２１年６月１日、城東税務署長に対し、平成２１年３月の法人税について、本件建物に

係る減価償却費６４万６８００円を含む減価償却費合計１億４８９２万６９９９円を損
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金の額に算入して確定申告をするなどした（認定事実（７）イ）。本件各処分（先行年

分）は、これらを前提として行われたのであるから、被控訴人は追認前の法律関係を前

提として法律上の利害関係を有するに至ったと同視できるし、そもそも、いったん行わ

れた課税処分が当事者の合意により覆されることは相当でないというべきである。 

そうすると、控訴人らの追認の効力は、被控訴人との関係では将来に向かってのみ生じ

るというべきである。したがって、控訴人らの上記主張は、採用することができない。 

（４）争点（７）（理由付記の不備の有無）について 

ア 控訴人らは、前記第２の７（４）のとおり、控訴人ら主張に係る各処分については、

理由付記の不備の違法があるから取消しを免れない旨主張する。 

イ 必要とされる理由付記又は理由提示の程度 

（ア）青色申告承認取消処分について（理由付記） 

法人税法が青色申告承認取消しの通知書に理由の付記を命じたのは、承認の取消しが

上記の承認を得た法人に認められる納税上の種々の特典を剥奪する不利益処分であるこ

とにかんがみ、取消事由の有無についての処分庁の判断の慎重と公正妥当を担保してそ

の恣意を抑制するとともに、取消しの理由を処分の相手方に知らせることによって、そ

の不服申立てに便宜を与えるためである。したがって、青色申告の更正における理由付

記の規定その他一般に法が行政処分につき理由の付記を要求している場合の多くとその

趣旨、目的を同じくするものであり、そこにおいて要求される付記の内容及び程度は、

特段の理由のないかぎり、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分

がされたのかを、処分の相手方においてその記載自体から了知しうるものでなければな

らないというべきである（最高裁判所昭和４９年４月２５日第一小法廷判決・民集２８

巻３号４０５頁参照）。 

（イ）青色申告に対する更正処分について（理由付記） 

青色申告の更正における理由付記の規定は、申告に係る所得の計算が法定の帳簿組織

による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されること

がない旨を納税者に保障したものであるから、そこで付記すべきものとしている理由と

しては、特に帳簿書類の記載以上に信憑力のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明

らかにすることを必要すると解するのが相当である（最高裁判所昭和３８年５月３１日

第二小法廷判決・民集１７巻４号６１７頁参照）。 

もっとも、帳簿書類記載の会計事実を否認する類型（帳簿否認）のうち、課税庁が収

集した資料に基づいて一定の間接事実を認定し、その上で、当該間接事実を総合的に判

断することによって、帳簿書類の記載の根拠となる課税要件事実につき、それと異なる

事実を認定して否認する場合は、処分の理由中に上記資料の摘示がなくても、当該資料

から認定された一定の間接事実の摘示により、否認に至る重要な部分の説明が尽くされ

ている限り、理由付記の程度としてはこれをもって足りるというべきである。 

（ウ）一般の不利益処分について（理由提示） 

行政手続法１４条１項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示

さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限す

るという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を

抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に
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出たものと解される。そして、どの程度の理由を提示すべきかは、上記同項本文の趣旨

に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否及び内容並

びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を

総合考慮してこれを決定すべきであると解される（最高裁判所平成２３年６月７日第三

小法廷判決・民集６５巻４号２０８１頁参照）。 

ウ 本件Ａ青色申告承認取消処分について 

（ア）上記処分に係る通知書（甲７２）には、処分の理由として、控訴人Ａは、控訴人Ｂ

との間で、本件土地建物の売買契約を締結した事実がなかったにもかかわらず、平成２

０年９月１日付けで、控訴人Ｂに対し本件土地建物を売却する旨の虚偽の内容の不動産

売買契約書を作成した上、総勘定元帳に売買代金と帳簿価額との差額８億３６４７万８

０５０円を固定資産売却損に計上し、それらに基づき同申告書を提出していたものと認

められる旨、このことは、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し

又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体について、その真実性を疑うに

足りる相当の理由があることになる旨、したがって、法人税法１２７条１項３号に規定

する青色申告の承認の取消事由に該当するので、平成１９年１０月１日から平成２０年

９月３０日までの事業年度以後の事業年度の青色申告の承認を取り消す旨が記載されて

いる。 

（イ）そして、上記を裏付ける事実として、控訴人Ａが、平成２４年９月３０日現在にお

いても、本件売買契約書に基づく売買代金を一切受領しておらず、本件土地建物の控訴

人Ｂへの所有権移転登記も行っていない旨、本件売買契約書に記載されている売買代金

は、本件土地建物に設定されている根抵当権（その被担保債務金額）が考慮されていな

いものと認められる旨、控訴人Ａは、本件売買契約書の作成時に、本件土地建物につい

てＪ社等第三者との間で賃貸借契約が継続していたにもかかわらず、賃貸人の変更に係

る取扱いについて、控訴人Ｂと取決めをしていない旨、控訴人Ａは、本件売買契約書の

作成後においても、本件土地建物について新たに第三者との間で賃貸借契約を締結し、

賃料収入を収受の上、収益に計上し、租税公課等を負担の上、費用に計上していた旨、

控訴人Ａは、本件土地建物を担保物件とする信用保証委託契約について、担保物件を売

却したことを保証協会へ伝えずに、同協会へ更新の申込みを行った旨、控訴人Ａは、固

定資産売却損の計上後においても、本件土地建物の維持管理を引き続き行っていた旨が

記載されている。 

（ウ）上記によれば、控訴人Ａにおいて、処分の根拠となる事実関係及び法規の適用につ

いて、その記載自体から了知することができるというべきである。 

したがって、上記通知書の記載には、青色申告承認取消処分の理由付記として欠ける

ところはないというべきである。 

エ 本件Ａ各更正処分（先行年分）について 

（ア）本件Ａ青色申告承認取消処分がされた結果、控訴人Ａは、青色申告書以外の申告書

を提出したものとみなされる（法人税法１２７条１項）。したがって、前記イ（ウ）に

より判断すべきである。 

（イ）本件Ａ更正処分（平成２０年９月期）は、本件売買契約が仮装されたものであり、

有効に締結されたものとは認められないから、本件売却損を計上することはできないと
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して行われたものである。 

本件Ａ更正処分（平成２０年９月期）の更正通知書（甲７３の１）には、虚偽表示を

基礎付ける事実（前記ウ（イ））が記載されるとともに、控訴人Ａが控訴人Ｂに対し本

件売買契約を締結した事実がなかったにもかかわらず、平成２０年９月１日付けで本件

売買契約書を作成することにより、控訴人Ｂに本件土地建物を売却したかのように装い、

固定資産売却損を計上したとして、当該固定資産売却損として計上した金額８億３６４

７万８０５０円は損金の額に算入されず、当事業年度の所得金額に加算した旨が記載さ

れている。 

（ウ）また、本件Ａ更正処分（平成２１年９月期～平成２４年９月期）は、本件Ａ青色申

告承認取消処分に伴い、平成２０年９月期以後に生ずる繰越欠損金を繰り越すことがで

きなくなるため、その繰越欠損金の損金算入額が過大であるなどとして行われたもので

ある。 

本件Ａ更正処分（平成２１年９月期～平成２４年９月期）の更正通知書（甲７３の２

～７３の５）には、本件Ａ青色申告承認取消処分により翌期へ繰り越す欠損金の額が減

少したことなどが、具体的な金額とともに記載されている。 

（エ）以上によれば、上記各通知書には、本件売買契約が虚偽表示であることの具体的理

由に加え、繰越欠損金を繰り越すことができない理由など、当該処分の理由が具体的に

記載されており、同記載は、処分の名宛人に処分の理由を通知し、これに対する不服申

立てを行う便宜を与えるものであって、理由の提示として欠けるところはないというべ

きである。 

オ 本件Ａ各法人税更正処分（平成２５年９月期～平成２７年９月期）について 

（ア）前記エ（ア）と同様、前記イ（ウ）により判断すべきである。 

（イ）本件Ａ各法人税更正処分（平成２５年９月期～平成２７年９月期）は、本件Ａ青色

申告承認取消処分に伴い、平成２０年９月期以後に生ずる繰越欠損金を繰り越すことが

できなくなるため、繰越欠損金の損金算入額が過大であること、本件土地建物に係る収

益・費用は、平成２６年９月３０日までは控訴人Ａに、同日以後は控訴人Ｂに帰属する

などとして行われたものである。 

（ウ）本件Ａ法人税更正処分（平成２５年９月期）の更正通知書（甲３１の１）には、本

件Ａ青色申告承認取消処分がされたことから、繰越欠損金の損金算入額が過大であると

して、過大とされる額が当事業年度の所得金額に加算されたこと、本件売買契約は仮装

の取引であると認められるため、本件土地建物に係る平成２２年３月から平成２４年９

月分までの家賃収入は控訴人Ａに帰属し、当該過年度損益修正損は損金の額に算入され

ないため、当事業年度の所得金額に加算したことなどが記載されている。 

本件Ａ法人税更正処分（平成２６年９月期）は、本件土地建物の引渡しが平成２６年

９月３０日と認めたことに伴う更正処分であるところ、その更正通知書（甲３１の２）

には、本件売買契約が仮装の取引であることのほか、控訴人Ａが平成２６年３月７日に

本件通知書をＳ社に送付したこと、本件土地建物について、平成２６年７月２４日に控

訴人Ａから控訴人Ｂに対して所有権移転登記手続がされたことなどが記載されている。 

また、本件Ａ法人税更正処分（平成２７年９月期）の更正通知書（甲３１の３）にも、

本件Ａ青色申告承認取消処分に伴い、繰越欠損金の損金算入額が過大であるとして、過
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大とされる額を当事業年度の所得金額に加算したことが具体的に記載されている。 

（エ）以上によれば、上記各通知書には、当該処分の理由が具体的に記載されており、同

記載は、処分の名宛人に処分の理由を通知し、これに対する不服の申立てを行う便宜を

与えるものであって、理由の提示として欠けるところはないというべきである。 

カ 本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度）、本件Ａ各消費税等更

正処分（平成２５年９月課税期間、平成２６年９月課税期間）及び本件Ａ各過少申告加

算税賦課決定処分（先行年分）について 

（ア）前記エ（ア）と同様、前記イ（ウ）により判断すべきである。 

（イ）本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度）は、その課税標準

である基準法人税額が本件Ａ法人税更正処分（平成２５年９月期）に伴い増加するため、

行われたものである。 

その更正通知書（甲３１の４）には、その旨が具体的な金額とともに記載されている。 

（ウ）本件Ａ各消費税等更正処分（平成２５年９月課税期間、平成２６年９月課税期間）

は、本件土地建物に係る収益・費用について、平成２６年９月３０日までは控訴人Ａに、

同日以後は控訴人Ｂに帰属するなどとして行われたものである。 

本件Ａ各消費税等更正処分（平成２５年９月課税期間）の更正通知書（甲３１の５）

には、本件売買契約は仮装された取引であることに加え、本件土地建物に係る収益・費

用は控訴人Ａに帰属するとして、控訴人Ａの算定の誤りが具体的な金額とともに記載さ

れている。また、本件Ａ各消費税等更正処分（平成２６年９月課税期間）の更正通知書

（甲３１の６）には、本件売買契約が仮装された取引であることに加え、控訴人Ａが平

成２６年３月７日に本件通知書をＳ社に送付したこと、本件土地建物について、平成２

６年７月２４日に控訴人Ａから控訴人Ｂに対して所有権移転登記手続がされたことなど

から、控訴人Ａから控訴人Ｂへの本件土地建物の引渡しが遅くとも平成２６年９月３０

日までに行われたと認められ、本件土地建物に係る収益・費用が同日で控訴人Ａから控

訴人Ｂに移転したものとして算定すべきことが具体的な金額とともに記載されている。 

（エ）本件Ａ各過少申告加算税賦課決定処分（先行年分）は、本件Ａ更正処分（平成２３

年９月期～平成２４年９月期）に伴い、行われたものである。 

上記の賦課決定通知書（乙５７）には、その旨が具体的な金額とともに記載されてい

る。 

（オ）以上によれば、上記各通知書には、当該処分の理由が具体的に記載されており、同

記載は、処分の名宛人に処分の理由を通知し、これに対する不服の申立てを行う便宜を

与えるものであって、理由の提示として欠けるところはないというべきである。 

キ 本件Ｂ各法人税更正処分（先行年分）及び本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月

期）について 

（ア）控訴人Ｂは、青色申告承認取消処分を受けたわけではないので、前記イ（イ）によ

り判断すべきである。 

（イ）本件Ｂ各法人税更正処分（先行年分）は、本件売買契約が仮装されたものであり、

控訴人Ｂが本件建物に係る減価償却費を計上することはできないとして行われたもので

ある。 

本件Ｂ各法人税更正処分（先行年分）の更正通知書（乙１１０、１１１）には、更正
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の理由として、控訴人Ｂは、控訴人Ａとの間で、本件土地建物の売買契約を締結した事

実がなかったにもかかわらず、平成２０年９月１日付けで不動産売買契約書を作成し、

控訴人Ａから本件土地建物を購入したかのように装い、本件建物に係る減価償却費を計

上した旨記載されている。 

そして、上記記載を裏付ける事実として、控訴人Ｂが、平成２５年３月３１日現在に

おいても、本件売買契約書に基づく売買代金を一切支払っておらず、本件土地建物の控

訴人Ａから控訴人Ｂへの所有権移転登記も行われていない旨、本件売買契約書に記載さ

れている売買代金は、本件土地建物に設定されている根抵当権（その被担保債務金額）

が考慮されていないものと認められる旨、本件土地建物は、本件売買契約書の作成時に、

Ｊ社等第三者との間で賃貸されていたにもかかわらず、控訴人Ｂは、控訴人Ａとの間で、

賃貸人の変更に係る取扱いについて取決めをしていない旨、控訴人Ｂは、本件売買契約

書の作成後において、本件土地建物の賃借人が変更しているにもかかわらず、新たな賃

借人との間で賃貸借契約を締結していない旨、控訴人Ｂは、本件売買契約書の作成後、

本件不動産に係る賃料収入を収受せず、収益も計上せず、また、租税公課等を負担せず、

費用に計上もしていない旨、本件売買契約書の作成後、控訴人Ｂは、本件土地建物の維

持管理を行っておらず、控訴人Ａが引き続き維持管理を行っていた旨が記載されている。 

（ウ）また、本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期）は、本件土地建物に係る収益・

費用について、平成２６年９月３０日までは控訴人Ａに、同日以後は控訴人Ｂに帰属す

るなどとして行われたものである。 

本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期）の更正通知書（甲３２の２）には、本件

売買契約が仮装の取引であることのほか、控訴人Ａが平成２６年３月７日に本件通知書

をＳ社に送付したこと、本件土地建物について、平成２６年７月２４日に控訴人Ａから

控訴人Ｂに対して所有権移転登記手続がされたこと、そのため、控訴人Ａから控訴人Ｂ

への本件土地建物の引渡しが遅くとも平成２６年９月３０日までに行われ、本件土地建

物に係る収益・費用の帰属が同日で控訴人Ａから控訴人Ｂに移転し、それを前提として

所得金額を算定することなどが具体的な金額とともに記載されている。 

（エ）以上によれば、上記各更正通知書については、資料の摘示はないものの、当該資料

から認定された間接事実の摘示はなされており、これにより処分行政庁の判断過程が具

体的に示され、否認に至る重要な部分の説明が尽くされているということができる。し

たがって、理由付記として欠けるところはないというべきである。 

ク 本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税期間）及び本件Ｂ消費税等更正処分

（平成２６年３月課税期間）について 

（ア）本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税期間）は、本件売買契約が仮装され

たものであり、控訴人Ｂが本件建物を取得したものとは認められず、本件建物に係る取

得対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とすることはできないとして行われたもの

である。 

更正通知書（乙１１２）には、前記キ（イ）と同様の事実が具体的に記載されている。 

（イ）本件Ｂ消費税等更正処分（平成２６年３月課税期間）は、本件売買契約が仮装され

たものであり、本件土地建物に係る収益・費用は控訴人Ａに帰属するものとして行われ

たものである。 
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更正通知書（甲３２の４）には、控訴人Ａが、本件売買契約後も本件土地建物を変わ

らず使用収益していること、本件土地建物に係る収益・費用は控訴人Ａに帰属するため、

当該収益は控訴人Ｂの課税標準の額に含まれず、当該費用は控訴人Ｂの課税仕入れに係

る支払対価の額に含まれないことが記載されている。 

（ウ）以上によれば、上記各通知書には、当該処分の理由が具体的に記載されており、同

記載は、処分の名宛人に処分の理由を通知し、これに対する不服の申立てを行う便宜を

与えるものであって、理由の提示として欠けるところはないというべきである。 

第４ 結論 

以上によれば、控訴人らの請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ、これと同旨の

原判決は相当である。よって、本件控訴をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。 

大阪高等裁判所第８民事部 

裁判長裁判官 山田 陽三 

裁判官 倉地 康弘 

裁判官 三井 教匡 


